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   第 ４ 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 

平成30年10月２日(火曜日) 

            午前10時０分開議 

            午後０時６分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成30年度熊本県一般会計補

正予算(第４号) 

 議案第３号 熊本県公の施設の指定管理者

の指定の手続に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 議案第４号 熊本県手数料条例の一部を改

正する条例の制定について 

 議案第５号 熊本県税条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 議案第６号 熊本県立劇場条例の一部を改

正する条例の制定について 

 議案第12号 財産の取得について 

 議案第13号 財産の取得について 

 議案第30号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 報告第５号 公立大学法人熊本県立大学の

経営状況を説明する書類の提出につい

て 

 報告第６号 フィッシャリーナ天草株式会

社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 報告第７号 公益財団法人熊本県立劇場の

経営状況を説明する書類の提出につい

て 

 報告第８号 天草エアライン株式会社の経

営状況を説明する書類の提出について 

 報告第９号 熊本空港ビルディング株式会

社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 報告第10号 豊肥本線高速鉄道保有株式会

社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 報告第11号 肥薩おれんじ鉄道株式会社の

経営状況を説明する書類の提出につい

て 

 報告第36号 平成29年度決算に基づく熊本

県の財政の健全化判断比率及び公営企

業の資金不足比率の報告について 

 報告第37号 公立大学法人熊本県立大学の

平成29年度に係る業務の実績に関する

評価について 

 報告第38号 公立大学法人熊本県立大学の

第２期中期目標期間に係る業務の実績

に関する評価について 

 請第32号 私学助成に関する意見書の提出

を求める請願 

 請第36号 消費税増税と「軽減税率」導入

に反対する意見書提出に関する請願 

 閉会中の継続審査について 

 報告事項 

  ①『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』連携復興応援

事業の進捗状況について 

  ②平成29年度熊本県普通会計決算の概要

について 

  ③県央広域本部・防災センター合築庁舎

(仮称)の設計について 

  ④県内市町村の平成29年度決算の状況等

について 

  ⑤【平成28年熊本地震復興基金】市町村

創意工夫事業の活用予定事業 

  ⑥ふるさとくまもと創造人材奨学金返還

等サポート事業の対象企業・学生等の

募集について 

  ⑦川辺川ダム問題について 第12回「五

木村の今後の生活再建を協議する場」

の概要について 

  ⑧｢熊本版図柄入りナンバープレート」
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の交付について 

――――――――――――――― 

出席委員(７人) 

        委 員 長 内 野 幸 喜 

        副委員長 末 松 直 洋 

        委  員 前 川   收 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員  田 大 造 

        委  員 大 平 雄 一 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

         公室長 坂 本   浩 

       政策審議監 白 石 伸 一 

       危機管理監 松 岡 正 之 

    秘書グループ課長 府 高   隆 

    広報グループ課長 市 川 弘 人 

  くまモングループ課長 小金丸   健 

       首席審議員 

   兼危機管理防災課長 宮 本   正 

 総務部 

         部 長 池 田 敬 之 

  理事兼県央広域本部長 

   兼市町村・税務局長 本 田 充 郎 

       政策審議監 青 木 政 俊 

      総務私学局長 満 原 裕 治 

        人事課長 小 原 雅 之 

        財政課長 下 山   薫 

    県政情報文書課長 村 上   徹 

      総務厚生課長 坂 本 弘 一 

      財産経営課長 永 江 昌 二 

      私学振興課長 塘 岡 弘 幸 

       市町村課長 

 兼県央広域本部総務部長 間 宮 将 大 

      消防保安課長 門 﨑 博 幸 

        税務課長 増 田 要 一 

企画振興部 

         部 長 山 川 清 徳 

       政策審議監 岡 田   浩 

   地域・文化振興局長 水 谷 孝 司 

   交通政策・情報局長 藤 井 一 恵 

  首席審議員兼企画課長 内 田 清 之 

      地域振興課長 

 兼県央広域本部振興部長 倉 光 麻里子 

       文化企画・ 

    世界遺産推進課長 西 尾 浩 明 

 川辺川ダム総合対策課長 吉 野 昇 治 

      交通政策課長 重 見 忠 宏 

    交通政策課政策監 清 田 克 弘 

      情報企画課長 島 田 政 次 

      統計調査課長 山 田 裕 二 

 出納局 

  会計管理者兼出納局長 能 登 哲 也 

        会計課長 無 田 英 昭 

      管理調達課長 岡 村 英 治 

 人事委員会事務局 

         局 長 田 中 信 行 

  首席審議員兼総務課長 井 上 知 行 

       公務員課長 小 﨑   至 

 監査委員事務局 

         局 長 中 山 広 海 

         監査監 田 原 英 介 

         監査監 石 川   修 

         監査監 工 藤 真 裕 

 議会事務局 

         局 長 吉 田 勝 也 

     次長兼総務課長 横 井 淳 一 

        議事課長 中 村 誠 希 

      政務調査課長 上 村 祐 司 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課参事 小 池 二 郎 

   政務調査課課長補佐 岩 永 千 夏 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

〇内野幸喜委員長 それでは、ただいまから

第４回総務常任委員会を開会いたします。 
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 今回付託された請第32号及び第36号につい

て、提出者から趣旨説明の申し出があってお

りますので、これを許可したいと思います。 

 まず、請第32号についての説明者を入室さ

せてください。 

  （請第32号の説明者入室) 

〇内野幸喜委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡単にお願いいたします。 

  （請第32号の説明者の趣旨説明) 

〇内野幸喜委員長 趣旨はよくわかりまし

た。後でよく審査をいたしますので、本日は

これでお引き取りください。 

  （請第32号の説明者退室) 

〇内野幸喜委員長 次に、請第36号について

の説明者を入室させてください。 

  （請第36号の説明者入室) 

〇内野幸喜委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡単にお願いいたします。 

  （請第36号の説明者の趣旨説明) 

〇内野幸喜委員長 趣旨はよくわかりまし

た。後でよく審査をいたしますので、本日は

これでお引き取りください。 

  （請第36号の説明者退室) 

〇内野幸喜委員長 それでは次に、本委員会

に付託された議案等を議題とし、議案等につ

いて執行部の説明を求めた後に質疑を受けた

いと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 まず、総務部長から総括説明をお願いいた

します。 

 

〇池田総務部長 それでは、今回提案してお

ります議案の概要について御説明申し上げま

す。 

 まず、一般会計補正予算につきましては、

議案第１号といたしまして、熊本地震からの

復旧、復興、７月の大雨、台風からの復旧を

図るための予算を中心に、99億円を計上して

おります。 

 このほか、熊本県公の施設の指定管理者の

指定手続に関する条例の一部を改正する条例

の制定や専決処分の報告、承認などにつきま

しても、あわせて御提案、御報告を申し上げ

ております。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きましては財政課長から、また、予算の詳細

な内容及び条例等議案につきましては各課長

からそれぞれ御説明申し上げますので、よろ

しく御審議いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

〇内野幸喜委員長 次に、財政課長から、今

回の補正予算の概要等について、説明をお願

いいたします。 

 

〇下山財政課長 財政課でございます。 

 総務常任委員会説明資料の１ページをお願

いします。 

 ９月補正予算の概要について御説明しま

す。 

 今回の補正予算は、熊本地震からの速やか

な復旧、復興を図るための事業に加え、７月

の大雨及び台風第７号による被害への対応を

中心に、必要な予算99億4,900万円を計上し

ております。 

 その主な内容としては、(1)の熊本地震へ

の対応分として、35億6,800万円を計上して

います。 

 内訳は、①被災者の救済、生活支援とし

て、被災者支援広報事業が500万円、②社

会・産業インフラの機能回復として、公共土

木の災害復旧関連事業に、３項目合計で25億

1,700万円、③その他として、熊本地震震災

ミュージアム具体化推進事業が2,800万円な

どでございます。 

 次に、(2)の大雨及び台風第７号の被害へ
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の対応分として、団体営農地等災害復旧事業

費、緊急治山事業などに46億6,700万円を計

上しています。 

 最後に、(3)のその他として、17億1,400万

円を計上しています。 

 内訳は、県有施設のブロック塀撤去等経費

として５億8,500万円、民間のブロック塀等

の所有者に対し、撤去に係る助成を行う市町

村への助成として1,300万円、医療施設にお

ける防火対策のためのスプリンクラー等の整

備に対する経費として1,200万円、大河ドラ

マ「いだてん」を活用して県内観光のＰＲを

図る経費として3,900万円、熊本市繁華街の

治安維持を目的に検挙活動を強化するための

取り締まり資機材の整備費用として100万円

などでございます。 

 これらの補正により、冒頭、総務部長が御

説明しましたとおり、９月補正は総額99億

4,900万円となり、補正後の予算規模は8,548

億6,100万円となります。 

 ２ページをお願いします。 

 上段の表は、一般会計のほか特別会計の今

回の補正予算の内訳となります。 

 特別会計については、厚生常任委員会で御

審議いただきます。 

 その他、参考として、熊本地震関係のこれ

までの予算措置状況を整理しております。 

 右側の表は、平成28年度及び平成29年度の

最終予算と30年度の現計予算に加え、今回の

９月補正予算のそれぞれの予算額と累計総額

を区分ごとにお示ししております。 

 今回の補正を加えまして、円グラフ記載の

とおり、９月補正後の熊本地震関連予算は、

累計総額で8,579億円となります。 

 １枚おめくりいただきまして、資料の３ペ

ージをお願いします。 

 次の４ページとあわせて、歳入予算となり

ます。 

 ４ページの12、繰入金は、歴史的建造物の

復旧に対する支援のための被災文化財等復旧

復興基金からの繰り入れ、また、９、国庫支

出金と15の県債は、地震や大雨などの災害関

連事業のため、予算額が多くなっているもの

です。 

 続いて、おめくりいただきまして５ページ

をお願いします。 

 ６ページとあわせて、歳出予算の内訳とな

ります。 

 歳出予算の主な事業として、５ページの

(3)物件費では、若者の地元定着の強化促進

などに要する経費など、(4)その他では、道

路の風倒木や土砂の除去などを行う経費を計

上しております。 

 また、６ページの２番、投資的経費は、地

震や大雨などの災害復旧対応事業等を計上し

ております。 

 おめくりいただきまして、７ページをお願

いします。 

 今回の補正に伴い必要となります地方債の

補正の内容でございます。 

 以上が今回の予算の概要でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

〇内野幸喜委員長 引き続き、担当課長から

議案等について説明をお願いいたします。 

 

〇白石政策審議監 知事公室でございます。 

 同じ資料の９ページをお願いいたします。 

 防災総務費につきまして、2,800万円の増

額補正をお願いしております。 

 右の説明欄をお願いいたします。 

 熊本地震震災ミュージアム具体化推進事業

でございますが、熊本地震で大きく被災しま

した東海大学阿蘇キャンパス１号館建物を震

災遺構として保存するための設計に要する経

費につきまして、補正予算をお願いしており

ます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇間宮市町村課長 市町村課でございます。 
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 11ページをお願いいたします。 

 被災市町村に交付いたします熊本地震復興

基金交付金について、1,000万円の増額をお

願いしております。 

 内容といたしましては、仮設住宅にお住ま

いの生活再建困難者に対する支援事業につき

まして、６月補正で熊本市以外の市町村分を

先に議決いただいておりますが、今回、熊本

市の体制が整ったことから、熊本市分として

1,000万円を増額補正するものでございま

す。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇増田税務課長 税務課です。 

 同じ11ページの下段をお願いします。 

 賦課徴収費として２億2,500万円をお願い

しております。 

 右説明欄をお願いします。 

 県税過誤納還付金として、法人事業税など

に係る過誤納還付金が不足する見込みである

ことから、増額をお願いするものでございま

す。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

〇島田情報企画課長 情報企画課でございま

す。 

 資料の13ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加でございます。情報処

理関連業務としまして、平成31年から平成33

年度までに、限度額５億6,000万余の設定を

お願いしております。 

 これは、本庁と地域振興局とを結びます熊

本県総合行政ネットワークで使用いたします

専用回線の借り上げ分で、３年契約を行って

いる現契約が今年度末で期限を迎えることか

ら、来年度以降の契約を本年度中に行う必要

があることから、債務負担行為の設定をお願

いするものです。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

〇小原人事課長 人事課でございます。 

 続きまして、条例等議案について御説明い

たします。 

 資料の14ページをお願いいたします。 

 第３号議案、熊本県公の施設の指定管理者

の指定の手続に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてです。 

 資料の15ページ、条例(案)の概要で説明さ

せていただきます。 

 条例改正の趣旨ですが、指定管理候補者の

選定の特例、つまり公募しないで指定管理者

を選定することに関する規定を整備するもの

であります。 

 具体的には、今回第６号議案で提出させて

いただいております県立劇場において、施設

の目的や特性等から、選定の特例の適用、つ

まり非公募による選定を検討していることを

踏まえ、その場合の本条例とそれぞれの公の

施設の設置及び管理に関する条例との関係性

を明確化するため、関係規定を整備するもの

です。 

 ２、改正内容ですが、指定管理候補者の選

定の特例として、現在のところ第５条第１項

に、公募を実施したが応募がなかった場合等

の３つの要件を規定しております。 

 今回の改正で、｢公の施設の管理の業務を

特定の団体等に行わせることが必要な場合が

それぞれの公の施設の設置及びその管理に関

する条例に定められているとき｡」を新たに

第４号として追加するものです。 

 ３、施行期日は公布の日としております。 

 人事課は以上です。御審議よろしくお願い

いたします。 

 

〇下山財政課長 財政課でございます。 

 16ページから18ページの熊本県手数料条例

の一部を改正する条例を記載しております。 

 説明は、18ページの条例(案)の概要で説明
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をさせていただきます。 

 まず、１の条例改正の趣旨ですが、建築基

準法の一部改正等に伴い、あわせて手数料等

の規定を整備するものでございます。 

 次に、２の主な改正内容をごらんくださ

い。 

 (1)の建築基準法関係は２点ございます。 

 １つ目は、接道規制の特例許可手続の簡素

化が図られています。新たに建築認定事務が

設けられたことに伴いまして、建築物の敷地

と道路との関係の建築認定申請手数料を申請

するものでございます。 

 ２つ目は、興行場等の仮設建築物の存続期

間の延長が図られ、存続期間が１年を超える

建築許可事務を新たに設けられたことに伴い

まして、仮設興行場等の建築許可申請手数料

を新設するものでございます。 

 次に、(2)の林業研究指導所関係でござい

ますが、新たな試験装置の導入に伴いまし

て、林業研究指導所試験手数料を改定するも

のでございます。 

 次に、(3)の住宅確保要配慮者に対する賃

貸住宅の供給の促進に関する法律の施行規則

関係でございますが、申請手続の簡素化が図

られたことに伴い、登録申請者の負担を軽減

し、住宅確保要配慮者の住まい確保を一層推

進するために、住宅確保要配慮者円滑入居賃

貸住宅事業の登録申請手数料を廃止するもの

でございます。 

 次に、３の施行期日ですが、速やかに施行

するために公布日としております。 

 最後に、４のその他ですが、所要の経過措

置を定めるほか、今回の手数料新設等に伴

い、あわせて収入証紙条例の関係規定も整理

いたします。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

 

〇増田税務課長 税務課でございます。 

 資料19ページをお願いいたします。 

 第５号議案、熊本県税条例の一部を改正す

る条例の制定についてでございます。 

 20ページで御説明申し上げます。 

 改正の趣旨は、エネルギーの使用の合理化

等に関する法律、いわゆる省エネ法の一部改

正により地方税法の一部が改正されたことに

伴い、関係規定を整理するものでございま

す。 

 改正内容としましては、法改正に伴い県税

条例で引用している条文に条ずれが生じたこ

とにより整理を行います。 

 施行期日は、省エネ法の一部を改正する法

律の施行日でございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

 

〇西尾文化企画・世界遺産推進課長 文化企

画・世界遺産推進課でございます。 

 資料の21ページをお願いします。 

 第６号議案、熊本県立劇場条例の一部を改

正する条例の制定についてでございます。 

 説明は、条例(案)の概要で御説明いたしま

す。22ページをごらんください。 

 １の条例改正の趣旨ですが、劇場、音楽堂

等の活性化に関する法律の施行及び平成28年

熊本地震からの復興により再認識されました

実演芸術の重要性等を踏まえ、熊本県立劇場

の機能強化を図る必要があるため、県立劇場

の業務内容を見直すとともに、指定管理候補

者の選定方法の特例に係る規定を整備するも

のです。 

 ２の主な改正内容になりますが、２点ござ

います。 

 １点目は、条例第３条の業務に、県立劇場

が県の文化拠点として担う業務として、①実

演芸術を担う人材の育成及び確保を行うこ

と、また、②実演芸術の振興のため、県内文

化施設や関係機関等と連携した取り組みを行

うことの具体的な業務内容の規定を追加し、

県立劇場の役割を明確にするものです。 
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 県立劇場は、文化、芸術の継承、創造、発

信の拠点、人材育成や確保の拠点、それから

県内文化施設の中核としてのネットワークの

拠点など、県の文化拠点として、多岐にわた

る役割を担っております。 

 今後は、長期的、継続的に、質の高い文

化・芸術事業の企画、実施、それを支える人

材育成の確保、また、地域の文化ホールや文

化団体等と連携し、県内全域で実演、芸術に

触れる機会を広げるなど、その機能、役割を

一層強化していく必要があることから、新た

に業務内容を追加し、明確にするものです。 

 次に、２点目といたしまして、このような

県立劇場の機能や役割を最大限に発揮させる

ためには、県と一体となって長期的な視点で

継続的、安定的な管理運営体制を確保する必

要があることから、そのような団体の選定に

つきましては、これまでの方法による選定方

法に加えまして、特例として非公募による選

定も可能とする規定を整備するものです。 

 最後に、施行期日についてですが、公布の

日からとしています。 

 続きまして、23ページをお願いいたしま

す。 

 第12号議案、財産の取得についてでござい

ます。 

 本議案につきましては、予定価格が7,000

万円以上の動産の買い入れになりますので、

財産の取得に当たりまして、熊本県財産条例

第３条の規定に基づきまして、本議会での議

決をお願いするものでございます。 

 24ページの財産の取得の概要をごらんくだ

さい。 

 取得する財産についてですが、熊本県立劇

場舞台照明器具一式となります。スポットラ

イト、ストリップライト、エフェクトなど、

舞台照明器具を更新するものでございます。 

 取得の予定価格は8,532万円、契約の方法

は一般競争入札、取得の相手方は飯塚電機工

業株式会社でございます。 

 ３の取得の目的でございますが、県立劇場

の舞台照明器具は、演劇ホールで35年、コン

サートホールで25年が経過しており、既に耐

用年数を超過し老朽化が進んでいることか

ら、舞台照明設備の機能向上を図るため、更

新するものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

〇島田情報企画課長 情報企画課でございま

す。 

 資料25ページをお願いいたします。 

 第13号議案、財産の取得について御説明い

たします。 

 前号議案と同じく、財産取得に当たりまし

て、本議会での議決をお願いするものでござ

います。 

 26ページの概要をごらんください。 

 先ほど債務負担行為の設定で御説明いたし

ました熊本県総合行政ネットワークの専用回

線を接続するもので、本庁と地域振興局等約

70カ所に設置いたしますルータ、スイッチ等

の通信機器を取得するものでございます。 

 一般競争入札を実施いたしまして、西部電

気工業株式会社熊本支社が４億9,140万円で

落札し、８月20日に仮契約を締結しておりま

す。 

 ３の取得の目的でございますが、現行機器

が購入から９年を経過いたしまして老朽化が

進み、障害発生も見られることから、ネット

ワークの安定的運用を図るため、機器を更新

するものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

〇永江財産経営課長 財産経営課でございま

す。 

 資料の27ページをお願いします。 

 第30号議案でございますが、樹木の管理瑕

疵による事故に関する専決処分の報告及び承
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認についてでございます。 

 次の28ページの概要で御説明いたします。 

 本件事故は、平成30年５月29日午後４時ご

ろに、菊池保健所の外来駐車場で発生してお

ります。 

 事故の状況でございますが、５番に記載の

とおり、和解の相手方が外来駐車場内で出庫

するために車両を後退させたところ、垂れ下

がった樹木、桑の木でございますが、その枝

が車両と接触し、車両の屋根部分を損傷させ

たものでございます。 

 樹木の枝が車両の高さ以下に垂れ下がって

おり、事故発生の危険があったにもかかわら

ず、適切な樹木管理を行っておりませんでし

た。このため、県に管理瑕疵があり、相手方

が事故を予見、回避することは困難であった

ことを考慮しまして、県の過失割合を10割と

し、損害の全額に当たる９万7,081円を賠償

額としております。 

 なお、今後、同様の事故が起こらぬよう、

各庁舎等の管理者へ樹木の管理を徹底するよ

うに通知し、今回の事故原因である樹木につ

いては、伐採する措置を行いました。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

 

〇村上県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 ここから報告をさせていただきます。 

 私からは、報告第５号、それから報告第37

号及び報告第38号、３件につきましては、い

ずれも熊本県立大学関連でございますので、

一括して報告をさせていただきます。 

 それでは、資料29ページをお願いいたしま

す。 

 報告第５号、公立大学法人熊本県立大学の

経営状況を説明する書類の提出についてでご

ざいます。 

 これは、地方自治法の規定によりまして、

県が出資等を行っています法人の経営状況に

ついて報告するものでございます。本日、県

立大学も含め７法人について、報告をさせて

いただきます。 

 内容につきましては、別冊資料で説明をさ

せていただきます。表紙に「公立大学法人熊

本県立大学の経営状況を説明する書類」とい

うのがあると思います。こちらをお願いいた

します。 

 まず、２枚おめくりいただきまして、１ペ

ージをお願いいたします。 

 １ページから２ページにかけまして、法人

の役員、審議機関、学生数や教員数などの大

学の概要及び組織図でございます。説明は省

略いたします。 

 １枚おめくりいただきまして、３ページを

お願いいたします。 

 平成29年度の事業報告でございます。 

 教育、研究、それから地域貢献などの分野

ごとに、代表的な取り組みを記載しておりま

すが、内容が、後ほど御説明します報告第37

号の平成29年度業務実績評価書と重複いたし

ますので、ここでの説明は省略いたします。 

 次に、４ページをお願いします。 

 平成29年度の財務状況でございます。 

 ４ページに貸借対照表、５ページに損益計

算書を掲載しています。 

 ５ページの損益計算書をごらんください。 

 平成29年度は、一番上の欄でございます

が、経常費用が23億2,000万円余でございま

す。中ほど、やや上の欄でございますが、経

常収益が24億4,000万円余となりました。こ

の結果、一番下の欄でございますが、当期総

利益は１億円余となっております。これは、

平成28年度とほぼ同規模でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 平成30年度の事業計画でございます。 

 平成30年度は、３つの重点項目に取り組ん

でおるところでございます。 

 １つ目は、県が中期目標でも求めておりま

すグローバル化の推進、その具体化として、



第４回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録(平成30年10月２日) 

 - 9 - 

国際的な視野と認識を高める教育研究の推進

を上げております。学生の海外派遣や留学生

の受け入れの促進を図り、学生の国際的な視

野と認識を高める教育を推進します。 

 ２つ目が、県立大学の特徴でもございます

地域との幅広い協働を確立する教育研究の推

進でございます。地域に学ぶことを重視した

教育及び地域課題の解決に資する研究を推進

します。 

 ３つ目が、社会や時代の状況を踏まえた対

応でございます。主なものとして、平成33年

度入学者からスタートします大学入試制度改

革に向けた検討を進めることとしておりま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 平成30年度の収支予算書でございます。平

成30年度は、収入が授業料や県からの運営交

付金等により25億6,000万円余、支出が教育

研究経費等により収入と同額の25億6,000万

円余を見込んでおります。 

 県立大学の経営状況の説明は以上でござい

ます。 

 続きまして、委員会資料39ページをお願い

いたします。 

 報告第37号公立大学法人熊本県立大学の平

成29年度の業務実績に関する評価についてで

ございます。これは、地方独立行政法人法の

規定により、熊本県公立大学法人評価委員会

が行った平成29年度の業務実績に関する評価

を議会に報告するものでございます。 

 こちらも別冊資料で説明いたします。表紙

に「平成29年度公立大学法人熊本県立大学業

務実績評価書」と記載しているものをお願い

いたします。 

 では、１ページをお願いいたします。 

 全体評価でございます。 

 まず、総論として、冒頭の段落のとおり、

平成29年度は、第２期中期目標期間の最終年

度として中期計画の仕上げに取り組み、着実

な成果を上げたと評価されております。 

 次に、分野ごとの主な評価について御説明

いたします。 

 教育分野では、地域の諸課題を題材とした

教育研究を推進し、県大の独自の取り組みで

ありますもやいすと育成システムにおいて評

価制度を開始したこと、また、学生の個別指

導を組織的に取り組んだ結果、管理栄養士国

家試験の新卒合格率が２年連続100％を達成

し、また、平成29年度卒業生の就職率が98.3

％で、平成６年の男女共学化以降最高となっ

たことが評価されております。 

 次に、研究分野では、各研究科の特色ある

研究の成果を、論文集の発行やフォーラム等

での報告により発信したこと、それから、科

学研究費補助金への教員の応募率が５年連続

で100％を達成し、採択件数及び金額が法人

化後最高となったことが評価されておりま

す。 

 次に、２ページになりますけれども、地域

貢献の分野では、益城町、水上村と新たに包

括協定を締結したほか、熊本地震を初めとす

る地域課題解決に向けた支援を行ったことが

評価されております。 

 以下、国際交流の分野、それから学生支援

の分野ごとに評価された点が書かれておりま

す。 

 最後に、課題として、大学院入試における

志願者数が定員を下回ったこと、それから各

学年の履修科目の上限を設定しますキャップ

制の着実な導入が上げられております。 

 ３ページ以降には、項目別の評価が記載さ

れておりますけれども、説明は省略させてい

ただきます。 

 報告第37号については以上でございます。 

 最後に、委員会資料40ページをお願いいた

します。 

 報告第38号、公立大学法人熊本県立大学の

第２期中期目標期間に係る業務の実績に関す

る評価についてでございます。 

 これは、同じく地方独立行政法人法の規定



第４回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録(平成30年10月２日) 

 - 10 - 

により、熊本県公立大学法人評価委員会が行

った第２期中期目標期間、平成24年度から平

成29年度までの６年間の業務実績に関する評

価を議会に報告するものでございます。 

 こちらも別冊資料で説明をさせていただき

ます。こちらは、表紙に「第２期中期目標期

間」｢公立大学法人熊本県立大学業務実績評

価書」と記載しているものをお願いいたしま

す。 

 また１ページをお願いいたします。 

 こちらも、最初に全体評価が記載されてお

ります。 

 第１段落でございますけれども、総論とし

て、第２期中期目標期間は、教育の質の向

上、特色ある研究の推進及び地域貢献活動の

さらなる推進に重点的に取り組んだと評価さ

れております。 

 次に、第２段落では、この期間の最大の出

来事として熊本地震の発生が上げられ、その

際、避難者約1,400人を大学施設に受け入

れ、学生や教職員が避難所運営等のボランテ

ィア活動を行ったこと、教育研究のテーマに

熊本地震からの復興を取り入れたことが、極

めて高く評価されております。 

 次に、同じく分野ごとの主な評価について

御説明いたします。 

 教育の分野では、年度評価でも出てまいり

ましたが、県立大学の独自の人材育成システ

ムでございますもやいすと育成システムをこ

の６年間で確立したこと、また、これも年度

評価のほうでも出てまいりましたが、管理栄

養士の国家試験合格率、これにつきまして、

６年間の平均合格率が91.7％と非常に高い率

を達成したことなどが高く評価されておりま

す。 

 一方、一番最後の下から２行目ですけれど

も、課題として、文学研究科及びアドミニス

トレーション研究科の大学院入試におきまし

て、志願者数が大きく減少していることが上

げられております。 

 次に、２ページのほうに参ります。 

 研究分野でございます。各研究科による独

自の研究の推進のほか、これも年度評価のほ

うにも出てまいりましたが、科学研究費補助

金への教員の応募率100％、これを５年連続

で達成したこと、また、科学研究費補助金を

含む外部資金の件数及び金額の増加が高く評

価をされております。 

 次に、地域貢献の分野では、文部科学省の

地(知)の拠点整備事業(大学ＣＯＣ事業)や地

(知)の拠点大学による地方創生推進事業(Ｃ

ＯＣ＋)に採択されたことが評価されており

ます。 

 そのほか、国際交流、それから次の３ペー

ジのほうで、学生支援あるいは業務運営の改

善について評価された点が書かれておりま

す。 

 ４ページ以降には項目別の評価を記載して

おりますが、先ほどと同じく説明は省略させ

ていただきます。 

 報告第37号及び第38号については以上でご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

〇倉光地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 説明資料30ページ、報告第６号、フイッシ

ャリーナ天草株式会社の経営状況を説明する

書類の提出についてでございます。 

 お手元の別冊、フィッシャリーナ天草株式

会社の経営状況を説明する書類により御説明

いたします。 

 １ページをお開きください。 

 まず、会社の概要でございます。 

 フィッシャリーナ天草株式会社は、上天草

市松島町において、マリーナの運営や船舶整

備等を主な事業としております。資本金は３

億3,500万円でございます。役員は下段の表

のとおりでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 



第４回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録(平成30年10月２日) 

 - 11 - 

 ５の株主の状況は、本県、上天草市など９

団体であり、本県所有の株式数は1,920株、

全株式の28.7％でございます。 

 ３ページをお開きください。 

 次に、平成29年度事業報告でございます。 

 フィッシャリーナ天草株式会社は、平成９

年のマリーナオープン以降、厳しい経営が続

き、累積赤字は膨らんでいきました。 

 そのような中、平成24年度から平成28年度

までの中期経営戦略に基づき抜本的な経営改

善に取り組んだ結果、平成25年度から５年連

続して、保管隻数、売上高、売上総利益など

の指標で中期経営戦略の計画目標を上回るな

ど、改善に向かいつつある状況となったとこ

ろでございます。 

 新たな５カ年中期経営戦略の初年度となる

平成29年度の決算につきましては、保管隻数

が前年度から14隻増加し、利用料が増加した

ことに加え、熊本地震の影響により落ち込ん

でいた船の稼働隻数が回復し、上下架料や燃

料売り上げ等が増加いたしました。 

 一方で、平成28年度のトラベリフト導入に

伴う賃借料の引き上げ等の影響で一般管理費

が増加しており、その結果、当期損益は47万

1,000円の損失となっております。 

 また、平成26年度の熊本ヤマハ株式会社の

マリーナ機能移管に伴い、県保有株の同社へ

の譲渡と経営参画について協議を重ねた結

果、平成26年度から５年間かけて、県の保有

株1,510株を熊本ヤマハ株式会社に売却する

覚書を締結しており、平成29年度までに

1,300株を売却しております。これにより、

県の出資割合は、譲渡前は48％でしたが、今

年度末には25.5％まで下がる見込みとなって

おります。 

 ４ページをお願いいたします。 

 上の表が実績、下の表が中期経営戦略にお

ける目標値です。太枠で囲んだところが平成

29年度実績ですが、保管隻数、売上高、売上

総利益などの指標で目標値を上回っておりま

す。 

 次に、５ページの収支決算書についてで

す。平成29年度の売上高は、8,058万円余で

ございます。一番下の段になりますが、当期

純損失は47万円余でございます。 

 貸借対照表及び財産目録については６ペー

ジ、７ページのとおりです。 

 次に、平成30年度事業計画について御説明

します。 

 ８ページをお開きください。 

 今年度も、中期経営戦略に基づき収支の改

善に努め、累積赤字解消に向けて取り組むこ

ととしております。 

 具体的には、県外ボートショーや展示会で

のＰＲなど、県外での営業活動を積極的に展

開していくとともに、クルージングなどのマ

リーナイベントを充実させるほか、セカンド

ボート優遇制度など、マリーナサービスのさ

らなる周知や充実を図ることとしておりま

す。 

 また、地域の交流拠点として、一般の方々

にも利用していただけるイベントの実施、経

費の削減に引き続き努めます。 

 さらに、下段の２、中期経営戦略に取り組

むための体制づくりに記載しておりますとお

り、正副社長で構成する運営会議を必要に応

じて開催し、会社一丸となって収益の改善に

努めていくこととしております。 

 最後に、９ページに平成30年度の収支予算

書を記載しております。 

 平成30年度は、6,226万円余の売上総利益

を見込む一方、販売費及び一般管理費として

6,315万円余を見込み、当期損失は206万円余

となる見込みとなっております。 

 フィッシャリーナ天草株式会社の経営状況

の報告は以上です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇西尾文化企画・世界遺産推進課長 文化企

画・世界遺産推進課でございます。 
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 説明資料31ページ、報告第７号、公益財団

法人熊本県立劇場の経営状況を説明する書類

の提出についてでございます。 

 これも、お手元の別冊の資料により御説明

いたします。 

 １ページをお開きください。 

 事業報告についてでございます。 

 ３段落目になりますが、平成29年度の県立

劇場への入場者数は、熊本地震で被災しまし

た施設の災害復旧工事や保全計画に基づく舞

台つり物機構改修工事を実施しながらの開館

ということもあり、前年度より増加している

ものの、例年の７割程度にとどまっておりま

す。 

 また、コンサートホール、演劇ホールの利

用率につきましては、前年度を下回っており

ますが、これは、外壁の復旧工事等の騒音な

どにより、利用に関して制限があったことな

どによるものでございます。 

 ２ページの収支決算の状況をごらんくださ

い。 

 事業活動収入は４億5,998万円余、事業活

動支出については４億3,875万円余となって

おり、平成29年度の事業活動収支としては、

2,122万円余の黒字となっております。 

 なお、事業活動収入、支出ともに前年度を

下回っておりますが、これは、主に復旧工事

と熊本地震関連事業の縮小によるものでござ

います。 

 投資活動収支としましては1,779万円余の

赤字、財務活動収支差額は345万円余の赤字

となっています。 

 その結果、下から３段目、当期収支差額は

２万円余の赤字となりますが、これに前期繰

越収支差額を加えた次期繰越収支差額は

3,983万円余の黒字であり、財務の健全性は

保たれているところでございます。 

 ３ページの上の表をごらんください。 

 管理運営業務の委託料についてでございま

す。 

 平成29年度は３億5,844万円余となってお

り、前年度と比較して4,429万円余の減とな

っております。 

 これは、主に平成28年度に熊本地震により

被災した施設の災害復旧工事費用等として、

委託料の増額を行ったことによるものでござ

います。 

 一方、文化事業の委託料につきましては、

平成29年度は3,839万円余となっており、平

成28年度に比較しまして608万円余の増額と

なっております。これは、28年度が休館によ

り事業規模を縮小したことによるものでござ

います。 

 その結果、平成29年度の委託料全体といた

しましては、平成28年度より3,820万円余の

減額となっております。 

 (2)の使用料の収納業務についてでござい

ます。 

 使用料総収入が1,305万円余の増額となっ

ておりますが、これも、28年度は、熊本地震

による４カ月の全面休館及び復旧工事による

スペース確保のための駐車場台数の減という

ことにより収入が落ち込んでいたことが影響

しております。 

 平成29年度は、平年ベースには及ばなかっ

たものの、前年度が大きく落ち込んでいたた

め、施設使用料、駐車場使用料、いずれも前

年度より増加しております。 

 (3)の入場者数及び利用率につきまして

は、冒頭で御説明させていただきましたの

で、説明は省略させていただきます。 

 次に、４ページをごらんください。 

 (4)の文化事業についてでございます。 

 文化事業は、県立劇場を拠点としながら、

県と指定管理者が共同して事業を実施してお

ります。 

 ４ページから５ページにかけて、主な事業

を記載しておりますが、①の芸術文化の創造

拠点として取り組む事業及び②の芸術文化の

普及拠点として取り組む事業を実施するほ
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か、③のその他の事業として、企業の協賛に

より舞台芸術に触れる機会の少ない子供たち

を招待する事業等、県民参加の仕組みづくり

に取り組んでおります。 

 ６ページと７ページにつきましては、法人

の概要を記載しております。 

 また、８ページから21ページにかけまして

は、先ほど概要を御説明しました平成29年度

決算に関する財務諸表を記載しております。 

 以上が29年度の事業の概要及び決算の状況

でございます。 

 次に、22ページをお願いいたします。 

 平成30年度の事業計画及び予算についてで

ございます。 

 平成30年度は、引き続き、舞台芸術を中心

とした文化事業やアートキャラバンくまもと

を実施することなどにより、本県の芸術文化

の振興を図っていくこととしております。 

 また、新たな取り組みといたしまして、県

市連携事業の一環として、今年度から、熊本

市民会館の企画事業の一部を受託して実施す

ることとしております。 

 24ページをお願いいたします。 

 平成30年度の予算についてですが、24ペー

ジの一番下の段記載の経常収益の合計、これ

が５億1,100万円余、25ページの上から７段

目に記載の経常費用の合計５億968万円余、

同じ25ページ、表の中ほどの当期経常増減額

は138万円余の増となっております。 

 平成29年度に比べますと、経常収益、経常

支出ともに増加しており、事業規模が大きく

なっております。これは、実施する文化事業

を充実させますとともに、文化事業実施に伴

うチケット販売収入や熊本市民会館事業の受

託収入を予定しているため、収益費用ともに

増額しているものです。 

 公益財団法人熊本県立劇場の経営状況の報

告は以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

 

〇重見交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 説明資料の32ページから35ページ、報告第

８号から第11号まで、交通政策課で所管して

おります第三セクター株式会社４社につきま

して、それぞれ別冊の経営状況を説明する書

類により説明させていただきます。 

 まず、説明資料32ページ、報告第８号、天

草エアライン株式会社の経営状況でございま

す。 

 お手元の別冊、天草エアライン株式会社の

経営状況を説明する書類の１ページをお開き

ください。 

 まず、事業報告について御説明いたしま

す。 

 平成29年度は、ＡＴＲ機へ更新して３年目

でございました。重整備により６月に100便

を運休したことや多客期において台風が到来

したこと、また、利用率の高い熊本―大阪線

において、乗員の訓練による運休が多く発生

したことから、旅客数は前期に比べ4,939人

少ない７万7,041人となりました。 

 決算状況は、旅客数の減少に伴い収入が減

少し、総売上高は、対前年度7.5％減の８億

1,559万円となりました。 

 一方、営業費用は、燃料費が増加しました

が、減価償却費の減少や大阪線の便数の減少

に伴い、地上業務委託費や空港使用料が減少

したことにより、対前年度8.5％減の９億

4,446万円となりました。最終的に経常損失

は１億2,876万円を計上いたしましたが、機

材整備費補助金等の特別利益により、当期純

利益は5,525万円となりました。 

 ２ページ及び３ページにかけては、株式の

状況等の会社概要を、本年７月１日現在で記

載しております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 収支決算書について御説明申し上げます。 

 まず、営業収益の売上高８億1,559万円余

に対し、営業費用は、売上原価を合計します
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と８億5,697万円余、また、販売費及び一般

管理費は8,748万円余となり、営業損失は１

億2,886万円余となりました。 

 営業外損益は、雑収入などの営業外収益及

び営業外費用を計上し、経常損失は１億

2,876万円余となりました。 

 特別利益では、県、天草市、上天草市及び

苓北町からの安定運航継続のための機材整備

補助金など２億1,283万円余を計上したこと

などにより、税引き後の当期純利益は5,525

万円余となりました。 

 ５ページから６ページにかけましては、貸

借対照表及び財産目録となります。 

 次に、平成30年度の事業計画について御説

明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 事業方針でございますが、平成30年度にお

いても安全運航を第一に、定時性及び利便性

の確保に努めてまいります。 

 また、同機材を導入しております鹿児島県

の日本エアコミューター社との整備業務の管

理受委託が開始され、重整備などの期間中も

共通事業機を借りて運航することで、長期間

の運休を大幅に減少できるため、利便性の向

上等を見込んでおります。 

 次に、事業内容ですが、天草空港利用促進

協議会による利用促進事業を引き続き実施す

るとともに、天草の﨑津集落が世界文化遺産

に登録されたことを追い風に、利用者の増加

に努めてまいります。 

 また、平成29年度に引き続き国土交通省が

実施いたします地方航空路線活性化プラット

フォーム事業に天草エアラインの天草―福岡

路線が対象路線として選ばれており、観光需

要以外に、ビジネス・産業、スポーツ、文

化・教育分野における需要創出を図るための

利用促進事業を実施いたします。 

 ８ページをお願いいたします。 

 平成30年度の収支予算書について御説明い

たします。 

 平成30年度の売上高は、国土交通省の先ほ

どのプラットフォーム事業を活用いたしまし

た利用促進事業及び天草空港利用促進協議会

によるＰＲ事業、需要開発事業などで８億

9,400万円余を見込んでおります。 

 一方、営業費用につきましては、一層の経

費削減努力を行うものの、営業損失は４億

6,568万円余を見込んでおります。 

 こちらに、安定運航継続のための機材整備

補助金の特別利益を加味した税引き後の当期

純利益は3,011万円余を見込んでおります。 

 天草エアライン株式会社については以上で

ございます。 

 次に、熊本空港ビルディング株式会社の経

営状況について御説明いたします。 

 説明資料の33ページ、報告第９号でござい

ます。 

 別冊熊本空港ビルディング株式会社の経営

状況を説明する書類をごらんください。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、平成29年度の事業報告について御説

明いたします。 

 平成29年度の阿蘇くまもと空港の無償旅客

等を除く旅客数実績につきましては、国内線

は313万6,595人で、対前年度比108.1％、国

際線は15万5,539人で、対前年度比460.1％、

国内線と国際線の合計は329万2,134人とな

り、空港開港以来最高の旅客数を記録いたし

ました。 

 また、国内航空貨物の取扱量は１万8,532

トンで、対前年度比104.1％となってござい

ます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ３ページから４ページにかけましては会社

の概要となっておりますので、説明は割愛さ

せていただきます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 平成29年度の収支決算書についてでござい

ます。 

 前年の熊本地震の影響からの反動増によ
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り、営業収益は15億8,349万円余、販売費及

び一般管理費は11億4,692万円余となり、と

もに増加いたしました。 

 その結果、営業利益は４億3,642万円余、

こちらに、配当金等の営業外損益を加減した

経常利益は５億5,993万円余、最終的に、特

別利益及び特別損失、税金を加減した当期純

利益は４億6,883万円余の黒字となりまし

た。前年度と比較しますと、増収増益となっ

ております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 こちら、貸借対照表、財産目録になります

が、説明は割愛させていただきます。 

 続いて、９ページをお願いいたします。 

 平成30年度の事業計画について、御説明い

たします。 

 平成30年度は、平成31年度に県内で開催さ

れます国際スポーツイベントに向け、インバ

ウンド客を中心に増加が見込まれますので、

空港利用者の安全、安心を最優先に考え、利

便性向上とにぎわいの創出に向けて、引き続

き取り組んでまいります。 

 また、空港運営の民間委託に向けて、県が

推進します大空港構想Next Stageを踏まえた

空港のあり方について検討を進め、熊本地震

からの創造的復興のシンボルとして地域の魅

力を引き出すなどにより、空港周辺地域の活

性化に寄与し、社会への貢献に努めてまいり

ます。 

 10ページをお願いいたします。 

 平成30年度の収支予算書について、御説明

いたします。 

 平成30年度は、営業収益は、対前年度比

102.1％の16億1,616万円余、販売費及び一般

管理費は、対前年度比101.9％の11億6,819万

円余を見込んでおります。 

 その結果、営業利益は、対前年度比102.6

％の４億4,794万円余、経常利益は、対前年

度比101.7％の５億6,917万円余を見込んでお

ります。最終的に、当期純利益は、対前年度

比85％の３億9,859万円余を見込んでおりま

す。 

 熊本空港ビルディング株式会社の説明につ

いては以上でございます。 

 次に、豊肥本線高速鉄道保有株式会社の経

営状況について御説明いたします。 

 説明資料34ページ、報告第10号でございま

す。 

 お手元の別冊、豊肥本線高速鉄道保有株式

会社の経営状況を説明する書類をごらんくだ

さい。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 豊肥本線高速鉄道保有株式会社は、ＪＲ豊

肥本線の熊本駅―肥後大津駅間22.6キロメー

トルの電化を行うため、平成９年11月に設立

されました。国からの補助金、県や沿線市

町、ＪＲ九州からの出資金及び銀行からの借

入金を財源に電化施設の整備等を行い、それ

らをＪＲ九州に貸し付け、その使用料を会社

の収入としているところでございます。 

 平成29年度の売上高は、豊肥線の高速化等

に伴う鉄道施設の使用に関する契約に基づき

まして、前年度と同額の１億660万円で、投

下資金の回収は計画どおりとなってございま

す。 

 当期純損益は、前事業年度の493万円余に

対しまして、24.2％減の374万円余の黒字と

なりました。 

 続いて、２ページから３ページにかけて

は、会社概要を記載しております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 収支決算書でございます。 

 まず、営業損益の部でございますが、営業

収益の売上高１億660万円に対しまして、営

業費用は、売上原価が8,807万円余、販売費

及び一般管理費が1,587万円余であり、営業

利益は264万円余となりました。 

 次に、営業外損益の部ですが、営業外収益

といたしまして、受取利息とその他営業外収

益で288万円余、営業外費用は０円、税引き
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後の当期純利益は374万円余となってござい

ます。 

 ５ページは貸借対照表となります。 

 続いて、６ページをお願いいたします。 

 平成30年度の事業計画でございます。 

 引き続き、ＪＲ九州からの施設使用料収入

によって収益を確保し、投下資金を回収して

いくこととしてございます。 

 ７ページをごらんください。 

 平成30年度の収支予算書でございます。 

 営業損益の部でございますが、営業収益

は、施設使用料として１億660万円を見込ん

でおります。そこから営業費用である売上原

価と販売費及び一般管理費を差し引いて、営

業利益は698万円余を見込んでおります。そ

の結果、税引き後の当期純利益は783万円余

を見込んでおります。 

 豊肥本線高速鉄道保有株式会社については

以上でございます。 

 最後に、肥薩おれんじ鉄道株式会社の経営

状況について御説明いたします。 

 説明資料の35ページ、報告第11号でござい

ます。 

 別冊肥薩おれんじ鉄道株式会社の経営状況

を説明する書類をごらんください。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 事業報告について御説明いたします。 

 ３段落目以降に記載しておりますが、平成

29年度は、前期の計画の検証を踏まえ、平成

33年度までを計画期間といたします中期経営

計画を策定し、当該計画に基づき、地域との

連携や収支改善のための取り組みの強化に努

めました。 

 一方で、熊本地震により利用者数が落ち込

んだ観光列車「おれんじ食堂」は、地震前の

水準を回復するに至らず、また、ＪＲ九州の

｢ななつ星」の乗り入れ中止等もあったこと

から、旅客運輸収入は、対前年度比で1,600

万円減少いたしました。 

 一方、線路使用料や受託工事収入が増加し

たため、営業収益は、対前年度比４億9,600

万円増の18億300万円となったところでござ

います。 

 営業費用は、電路保存費及び受託工事費が

増加したほか、給与改定による人件費の増加

等により、対前年度費４億6,100万円増の21

億8,400万円となりました。 

 この結果、経常損失は、対前年度比5,300

万円減の４億9,100万円を計上しましたが、

熊本、鹿児島両県及び沿線市町からの運行支

援補助金等の特別利益により、当期純利益は

１億700万円となりました。 

 ２ページをごらんください。 

 平成16年度からの経営状況を記載してござ

います。 

 利用者数が、平成16年度では188万人でし

たが、右下になりますが、平成29年度では

117万人と、開業当初から38％減となってお

り、依然として厳しい経営状況が続いており

ます。 

 ３ページをお開きください。 

 ３ページ、４ページにつきましては、会社

の概要を記載してございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 収支決算書について御説明いたします。 

 営業損益の部ですが、営業収益の18億257

万円余に対しまして、売上原価と販売費及び

一般管理費等を差し引いた営業損失は、４億

9,828万円余となりました。 

 営業外損益の部ですが、営業損失に営業外

収益及び営業外費用を加えた経常損失は４億

9,108万円余、これに、主に国、県等からの

補助金等による特別損益７億7,305万円余を

加え、一番下に記載しておりますが、税引き

後の当期純利益は１億674万円余となりまし

た。 

 ６ページについては、貸借対照表になりま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 平成30年度の事業計画でございます。 
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 事業方針の下から３行目に記載してござい

ますが、平成30年度は、引き続き、中期経営

計画に基づき、安全運行確保のための施設、

設備の計画的な整備や要員の確保、育成に取

り組むとともに、利便性の向上や営業力の強

化による収支改善等に取り組むこととしてお

ります。 

 事業内容について、主なものを御説明いた

します。 

 (1)と(2)についてでございますが、安全運

行確保のために、鉄道施設の状況を把握し、

優先順位をつけて、鉄道基盤設備の更新、修

繕等を行うとともに、計画的な社員の採用と

育成に取り組むこととしてございます。 

 また、(3)に記載しておりますが、定期利

用者のニーズに基づいた定期利用促進の働き

かけに加え、割引切符や企画切符等による定

期外利用の促進にも取り組むこととしており

ます。 

 さらに、(4)に記載してございますが、ホ

ームページ等による情報発信のほか、海外個

人旅行客の利用促進に向けた取り組みを強化

することとしております。 

 また、本年度は、おれんじ鉄道を舞台とし

ました映画「かぞくいろ」の公開や開業15周

年の節目といったチャンスを迎えますことか

ら、映画とタイアップした沿線地域のＰＲや

記念イベントの開催等を通じまして、地域へ

の誘客促進に力を入れて取り組むこととして

おります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 収支予算書でございます。 

 収益の部でございますが、営業収益は、旅

客運輸収入、鉄道線路使用料収入などで、17

億584万円余を見込んでおります。 

 費用の部でございますが、営業費用につい

ては22億9,515万円余を見込んでおり、営業

外損益を加えた経常損益は７億32万円余の赤

字を見込んでおります。 

 なお、主に国、県等からの補助金等による

特別損益６億4,940万円余が見込まれるた

め、当期純損失として5,511万円余を見込ん

でおります。 

 交通政策課の報告は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇下山財政課長 財政課でございます。 

 説明資料のほうにお戻りください。説明資

料のほうのみで御説明いたします。 

 36ページをお願いします。 

 報告第36号、平成29年度決算に基づく健全

化判断比率等の概要を説明させていただきま

す。 

 37ページをお開きください。 

 １の趣旨にありますとおり、財政健全化法

に基づき、本県の平成29年度決算に基づく健

全化判断比率等を監査委員の意見を付して報

告するものでございます。 

 ２の表で４つの健全化判断比率を示してお

りますが、いずれの比率も早期健全化基準等

には該当しておらず、法律が求める財政健全

化計画等を定める必要がある状況にはござい

ません。 

 まず、①の実質赤字比率と②の連結実質赤

字比率については、本県では赤字が生じてい

る会計はございませんので、該当がありませ

ん。 

 次に、③の実質公債費比率については、算

定の結果10.4％となりました。通常県債残高

の減少に伴う元利償還金の減少により、前年

度に比べ下がっておりまして、0.9％改善し

ております。 

 次に、④の将来負担比率については、算定

の結果185.0％となりました。通常県債残高

が減少した一方で、熊本地震分の県債残高が

増となったことや、平成28年皆増となりまし

た熊本地震復興基金の取り崩しによりまし

て、将来負担額に充当可能となる基金額が減

少したことによるため、結果的に、前年度と

比べ9.8％増加しております。 
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 ３の資金不足比率については、資金不足が

生じている公営企業会計はございませんの

で、該当はありません。 

 38ページをごらんください。 

 ４の監査委員の意見等概要に記載しており

ますとおり、監査委員からは、いずれの比率

も正確に算定、作成されており、今後とも、

熊本復旧・復興４カ年戦略を着実に進めてい

くために必要となる財源の確保等に努めると

ともに、引き続き財政健全化に取り組むよう

にとの御意見をいただいております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

〇内野幸喜委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 人事課長にお尋ねしたいと思

いますが、今回の議案の中に、県立劇場の指

定管理者の指定について、一般的な公募か

ら、公募しないで選定できるという条例改正

の議案が提出されております。 

 先ほど、公益財団法人熊本県立劇場の経営

状況を説明する書類も、先ほどの御報告の中

で説明をいただきましたけれども、一般論で

考えれば、県劇はこの公益財団法人熊本県立

劇場が指定管理者として現在も経営されてい

るわけですから、この後は競争はないという

ことで、引き続き、公益財団法人熊本県立劇

場が県劇の経営をなさるということだという

ふうに思っておりますけれども、いわゆる指

定管理者の制度の導入時には、民間のさまざ

まな企画力であったりとか、民間のノウハウ

を生かそうということと同時に、指定管理者

によって経費削減の効果も見込まれるという

お話があったように私は覚えておりますし、

多分今でもそこは変わらないんだろうという

ふうに思います。 

 私はこの条例改正には反対ではないし、い

わゆる文化事業を非常に継続的にきちっとや

っていくということについては、３年ごとも

しくは５年ごとに指定管理者がかわっていく

ということの不安定さはやっぱり困るなとい

うふうに思っておりますが、一方で、今お話

をしたとおり、経費削減であったりとか、そ

ういった部分をいわゆる指定管理者でやらな

きゃならない理由が果たしてこれはどうなる

のかと。もう決まってしまっているのに指定

管理者で続けていく理由が少し見えにくくな

るのじゃないか。つまり、行政と一体感が出

てしまっているような感じが私はしておりま

す。多分こういう感じをするのは僕だけかも

しれませんが、一定の説明はやっぱり必要だ

というふうに思っておりますので、当然ここ

は継続性の担保という部分は十分あることは

わかっていますが、一方で、指定管理者であ

り続ける以上は、経費削減であったりとか、

そういった効果をどう担保されていくのかと

いう部分についての御説明をいただければと

思います。 

 

〇小原人事課長 前川委員おっしゃったとお

り、この指定管理者というのは平成16年度か

ら実施しておりますが、その際、基本的に公

募するということでさせていただいておりま

す。それは委員のほうがおっしゃったとお

り、民間のノウハウを活用する、あるいは経

費節減等々も含めて実施しているところでご

ざいます。 

 今回、非公募ということで設けましたの

は、先生からも説明がありましたとおり、県

と一体感ということが非常に重要な施設であ

るということでさせていただいております。 

 今後、非公募にするかどうかは、本議会で

議決をいただきました後は、手続としまし

て、選定委員会のほうで実際に、今回はあく

まで非公募にすることができるというできる

規定でございますので、本当に非公募にする

かどうかというのを選定委員会のほうで審査

していただきます。その後、非公募というこ
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とが認められました場合には、その団体に対

して、事業計画等、費用等も含めて出してい

ただきまして、県のほうでまた審査するとい

う形になります。その後、議会の議決を経て

施行されるということでございますので、基

本的にはいろんな方々からの審査をいただい

て実施する形になるかというふうに思ってお

ります。 

 また、今回、非公募ということができる規

定になりましたけれども、以後もずっと非公

募でいくかどうかということは、例えば、５

年間、指定管理の委託ができたとしまして

も、その後の評価等を経ながら、その都度検

討していくという形になるかというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 できる規定ですから、できる

かどうかは条例が通った後に議論されという

ことでありますが、できる可能性は高いだろ

うと思っていますが、公益財団法人の出資

者、基本財産を見ると、県と県劇、公益財団

法人県劇が出資されているわけで、この公益

財団法人熊本県立劇場の2,000万円の出資は

どこから来ているのかは私ちょっとよくわか

りませんけれども、民間出資が少ないのかな

という、この報告書の印象ではそういうふう

に見てとれました。 

 そこでですけれども、ぜひ、できる規定で

ありますから、そこの議論をされていく過程

の中にあって、いわゆるこういった指定管理

者の制度というものの本質を、もう一回しっ

かり考えていただきたいというふうに思って

いまして、一体化していくならば、基本的に

はもう指定管理者である必要はなくて、県で

やればいいわけであります。当然そういう議

論も生まれてくるだろうと思います。 

 つまり、指定管理者であり、なおかつ競争

の余地がない環境を仮につくるということに

なるならば、それなりの理由を、県民が理解

できるそれなりの理由をきちっとやっぱり言

わなければだめだろうと思っていますし、経

費削減の部分は多分大きな注目が集まる部分

だろうと。つまり、県でやるよりもこっちで

やったほうが、このような削減効果が出ます

よということだろうと思います。 

 もちろん、民間が、この評議員の皆さんや

役員の皆さん方の顔ぶれを見ても、そうそう

たる皆さんでありますから、その民間ノウハ

ウという部分は非常に反映しやすいんだろう

とは思いますけれども、県がやるにしても、

いろんなその制度をつくって、運営委員さん

とかの意見をいただくことはできないわけじ

ゃないわけですから、制度がずうっと運用さ

れていって、どこでもここでも私は指定管理

者でやらなきゃならないとは思っていません

ので、指定管理者でやったほうがいいところ

と指定管理者でなくてもいいところは、やっ

ぱり考えていかなきゃいけない時期に来てい

るのかなというふうにも思っておりますが、

その辺の議論もちゃんとなさるんだろうと思

いますけれども、いかがでしょうか。 

 

〇小原人事課長 今回、今後の指定管理者の

指定のあり方について、公募と非公募という

２種類が導入できましたので、これを受けま

して、各施設を持っております各課のほう

で、今後のことについては考えられるのかな

と思っております。それを受けて、人事課と

しては、その公募、非公募のどちらがいいの

かというのはきちんと審査させていただきま

して、どちらのほうでいくかということは考

えさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 

○前川收委員 もう１つ。余計なことですけ

れども、いわゆる一般的な指定管理者の部分

については企画課のほうで公表されました

が、一方で、同時に文化企画課のほうから、

今度は県立劇場条例の一部改正案というのが
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出ていて、そこには非公募での選定を可能と

する規定を整備するというふうに書いてあり

ますから、明らかにこれは今回の議案だけを

見れば、今回これを変えました、なおかつ県

立劇場条例も変えますということであれば、

県立劇場はそうされるのだろうというふうに

思うのが当たり前のことでありますけれど

も、だったら県劇の文化企画・世界遺産推進

課長はどのようにお考えなんですか。 

 

〇西尾文化企画・世界遺産推進課長 今し方

人事課のほうから説明がございましたよう

に、この後、この議案が議決いただければ、

選考委員会、選定委員会を開催いたします。 

 その中で、公募が妥当なのか、非公募なの

かというところを、まず意見聴取いたしまし

て審査いただいて、その上で、じゃあ非公募

であればどこが妥当なのかということも御判

断いただきます。その決定をもって、この後

12月議会か２月議会という形になるかと思い

ますけれども、議会のほうで御審議いただく

という段取りになっておりますので、恣意的

に執行部のほうで今の財団のほうに引き続き

するという考えはございません。あくまでも

外部識者による選考委員会の中で、そこは判

断していただくというふうに考えておりま

す。 

 

○前川收委員 ありがとうございます。恣意

的にそれはぜひなさらないようにしていただ

きたいことと、その選考の過程の中に、さっ

き言いました視点もぜひ、いわゆる指定管理

者でなければならない部分というのが、仮に

非公募になった場合には非常に重要になって

くると思いますので、そういった議論も一緒

に審議していただければ、説明責任に応える

ことになるんじゃないかなというふうに思い

ますので、よろしくお願いします。答弁は要

りません。 

 

〇溝口幸治委員 関連していいですか。 

 今の県立劇場の件ですが、これまで、過去

のその指定管理の公募のときには、手を挙げ

られた団体というのは幾つもあったんです

か。というのが、性質上そんなにたくさん挙

げるところが、この県立劇場に限っては余り

ないのかなという気がしますが、念のため、

ちょっと過去のを教えていただけますか。 

 

〇西尾文化企画・世界遺産推進課長 文化企

画・世界遺産推進課でございます。 

 前回は、財団ともう１カ所手が挙がってお

ります。その前、第２回のときは、全体で３

件、法人名はちょっと覚えておりませんけれ

ども、３件ということで、２件とか３件とか

いう形で手が挙がっております。 

 

〇溝口幸治委員 県立劇場の場合、いろいろ

な事業をやっていく上で、恐らくそれぞれの

文化団体の方々との信頼関係というか、それ

がきちっとできてないと、県が考えるような

文化事業もできていかないんだろうと思いま

すので、そのあたりの信頼関係がしっかり醸

成できるように、そのいろいろな団体が取る

にしても、多分、文化団体からすると、かわ

らないほうが信頼関係は醸成できるんだと思

いますが、その辺も含めてしっかり議論をし

ていただきたいというふうに思っています。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか、質疑ありません

か。 

 

〇早田順一委員 県立大学の件ですけれど

も、業務実績評価書の１ページ、全体評価と

ありますけれども、重点目標として「｢教育

の質の向上｣、｢特色ある研究の推進」及び

｢地域貢献の更なる推進」のいずれにおいて

も着実な成果を上げた｡」ということで、右

のページに、２段目というか、｢国際交流に

ついては、学生が「官民協働海外留学支援制
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度～トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラ

ム～」に２年連続で採用された」ということ

で、県立大学も、やっぱりこれからグローバ

ル社会になるということで、いろんな国際交

流を考えておられるというふうに思いますけ

れども、なかなか、日本からの留学生とかそ

ういうのが今減っているような状況なんです

が、この事業をしたことによってふえたのか

どうか、そういうことはわかりますか。 

 

〇村上県政情報文書課長 今委員のほうから

御指摘がありました、この「トビタテ！留学

JAPAN日本代表プログラム」というのは、大

学のほうも個別に結構指導しまして、学生の

中で非常に採用されることがなかなか難しい

制度だというふうに伺っていますけれども、

その中で連続して採用されたことは、評価委

員会のほうで評価されたところでございま

す。 

 この中でも指摘されていますように、県立

大学というか、大学の学生が海外に留学する

ほうにつきましては、協定校と連携しまし

て、かなりの人数留学したりしておりますけ

れども、こちらのほうに留学してもらうほう

につきましては、御指摘もされているとお

り、非常に少なくなっておりまして、それは

大学のほうではいろいろ、やはり今、特に学

部の学生に関しましては、日本語がある程度

話せるというのを一つの条件にして留学を受

け入れているようなところがございまして、

そういった点がなかなか留学生がふえない原

因じゃないかなというふうに、大学のほうと

しては分析をされております。 

 そういったところにつきまして、やっぱり

今後英語による講義であるとか、そういった

ものについて少し検討していきたいという話

を聞いておるところでございます。 

 以上です。 

 

〇早田順一委員 今おっしゃったように、そ

の言葉の壁もございますし、交通費も含めた

経済面もあるでしょうけれども、やっぱり大

学としていろんなノウハウを持っておられる

から、大学に入る前から、例えば、中学生と

か高校生とか、そういうところから交流を持

って子供たちに興味を持たせる、そういう取

り組みもやっていかないと、なかなか、こち

らから海外に出て勉強したいとか、そういう

子供が出てくるのが少ないんじゃないかと思

っておりますので、そういった意味も込め

て、そういう地元の高校、私立も含めたとこ

ろ、そういったところとの連携もしっかりと

っていただければと思っております。 

 要望でいいです。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか、質疑はありません

か。 

 

 さっきのテーマで、関連で

質問なんですが、指定管理者の非公募という

流れは、ほかの県の施設にも拡大というか、

含んで今後検討されていくのか、その辺を教

えてください。 

 

〇小原人事課長 済みません、今のは熊本県

内のほかの施設ということでございますか。 

 

 はい。 

 

〇小原人事課長 基本は公募が原則というこ

とで考えておりますので、今回、県立劇場の

ような目的等の変更等をきちんと確認しまし

て、公募が適切か非公募が適切か等々を審査

していきたいというふうに思っております。 

 今現在、県立劇場以外に非公募ということ

での協議等は行っておりません。 

 

 了解しました。 

 

〇内野幸喜委員長 はい、どうぞ。 
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 フィッシャリーナ天草につ

いて質問なんですが、これは10年ほど前、私

一度見に行ったことがございまして、それか

ら随分変わっているなと思うんですが、株式

を民間のヤマハに譲渡するということで、25

％ぐらいに今年度末に比率が下がるというこ

となんですが、お聞きしたい点は、累積赤字

をこの売却益で相殺してきたのか、その辺の

累計の赤字と、それをどう処理してきたのか

というのを教えてください。 

 

〇倉光地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 売却益につきましては、約1,400万円ほど

上がっておりますけれども、これについて

は、まだ――これは売却益というのは県の売

却益でして、フィッシャリーナ自体の黒字と

いう、売却益というわけではございませんの

で、特段、その株を売った分でこの赤字を埋

めるとか、そういった処理はやっておりませ

ん。 

 

 これはバブルのときにこう

いう会社を第三セクターとしてつくったとい

うふうにお聞きしているんですけれども、今

後、県はもうゼロ％に出資比率を下げていく

のかどうか、その辺を教えてください。 

 

〇倉光地域振興課長 フィッシャリーナ天

草、これに限らず、平成17年に県出資団体に

対する県の関与の見直しという、ある程度、

出資団体のその方向性が出ておりまして、こ

の中で、民営化を視野に入れつつ県の関与を

縮小していくという基本的な考え方が示され

ております。 

 フィッシャリーナ天草につきましては、や

はりフィッシャリーナというか、そういうマ

リーナという性質上、できるだけ民営化とい

う方向でこれまでも進めておりますけれど

も、出資者の中には上天草市さんもいらっし

ゃいますし、また、ほかの企業さんの御意向

もあって、すぐに県の出資比率がゼロになる

と、できるだけ縮小して、なるべく民営化と

いう方向では考えておりますけれども、ゼロ

にするというところまでは、皆さんの御意向

もあり、考えておりません。 

 

 以前は県から出向者がいた

と思うんですが、もう今はいないと考えてよ

ろしいんですか。 

 

〇倉光地域振興課長 はい。現在はおりませ

ん。 

 

 了解しました。 

 

〇内野幸喜委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 なければ、以上で質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第３号から第６号ま

で、第12号、第13号及び第30号について一括

して採決したいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇内野幸喜委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外７件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇内野幸喜委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外７件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、今回付託された請第32号を議題とい

たします。 

 請第32号について、執行部から状況の説明

をお願いいたします。 
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〇塘岡私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 請第32号、私学助成に関する意見書の提出

を求める請願について、御説明申し上げま

す。 

 この請願は、熊本県私立中学高等学校協会

及び熊本県私立中学高等学校保護者会からの

ものでございます。 

 下の「記」のところをごらんください。 

 請願の趣旨は２点ありまして、１点目は、

私学助成の堅持とより一層の充実、２点目

は、学校施設の耐震化及び熊本地震で被災し

た生徒に係る継続的な支援でございます。 

 それでは、それぞれの背景について御説明

申し上げます。 

 私学助成の中核である経常費補助につきま

しては、交付税や国庫補助による財源措置が

なされておりますが、その算定は生徒数によ

るため、少子化が補助額の減少につながり、

経営への影響を懸念されています。 

 さらに、保護者の学費負担については、就

学支援金等が導入されたことにより、公私間

の格差は縮まってきましたが、依然として格

差はある状況です。 

 また、熊本地震による学校施設の災害復旧

につきましては、ほぼ完了したところでござ

いますが、被害を受けなかった建物や体育館

のつり天井といった非構造部材の耐震化につ

きましては、公立に比べておくれておりま

す。 

 そして、被災した生徒の授業料の減免に対

しましても、就学機会の確保のためには長期

的な支援が必要であり、耐震化とあわせまし

て、国による継続的な取り組みが不可欠でご

ざいます。 

 請願は、これらの状況を踏まえ、国に意見

書を提出していただきたいというものでござ

います。 

 説明は以上のとおりでございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇内野幸喜委員長 ただいまの説明に関し

て、質疑はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

〇内野幸喜委員長 なければ、次に、採択に

入ります。 

 請第32号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢採択でお願いします」と呼ぶ者あり) 

〇内野幸喜委員長 採択という意見がありま

すので、採択についてお諮りいたします。 

 請第32号を採択することに御異議ありませ

んか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇内野幸喜委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第32号は、採択することに決定い

たしました。 

 ただいま採択を決定いたしました請第32号

は、国に対して意見書を提出してもらいたい

という請願であります。 

 そこで、意見書(案)について、事務局から

配付させます。 

  （意見書(案)配付) 

〇内野幸喜委員長 今配付いたしました意見

書(案)は、請願の趣旨、理由とほとんど内容

は変わらないようでありますが、この案のと

おりでよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

〇内野幸喜委員長 御異議なしと認めます。

よって、この意見書(案)を委員会として委員

長名をもって議長宛てに提出したいと思いま

す。 

 次に、今回付託された請第36号を議題とい

たします。 

 請第36号消費税増税と「軽減税率」導入に

反対する意見書提出に関する請願について

は、国レベルの問題でありますので、執行部

からの説明は省略いたします。 

 請第36号について、何か御意見はあります
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でしょうか。 

  （｢意見はありません」と呼ぶ者あり) 

〇内野幸喜委員長 意見がないようですの

で、採決に入ります。 

 請第36号については、いかがいたしましょ

うか。 

  （｢不採択でお願いします」と呼ぶ者あ

り) 

〇内野幸喜委員長 不採択という意見があり

ますので、不採択についてお諮りいたしま

す。 

 請第36号を不採択とすることに御異議あり

ませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇内野幸喜委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第36号は、不採択とすることに決

定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇内野幸喜委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から、報告の申し出が８件あってお

ります。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いいたします。 

 

〇府高秘書グループ課長 秘書グループで

す。 

 ｢ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の連携復興応援事

業の進捗状況について御報告します。 

 お手元のＡ４判の報告ペーパーをごらんく

ださい。 

 まず、１の経緯に整理しておりますけれど

も、尾田栄一郎先生の県民栄誉賞受賞を契機

といたしました県庁プロムナードへの漫画

｢ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の主人公ルフィのブ

ロンズ像設置につきましては、６月議会にお

いて1,300万円の予算案をお認めいただきま

した。 

 あわせて、熊本地震からの復興を応援する

ため、ルフィの仲間たちの像を被災地に設置

することについて、尾田氏とそれから漫画出

版元の集英社と協議を始めることを、知事答

弁で明らかにいたしました。 

 その後の進捗状況につきましては、この９

月議会の代表質問の中で、知事から答弁いた

だいたとおりでございます。 

 ペーパーを補足しますと、ルフィ像につき

ましては、現在、尾田先生の監修のもと、等

身大174センチで鋭意作製中であり、その除

幕式を11月30日金曜日に開催することで、先

方と合意をいたしております。 

 また、ルフィの仲間たちの像につきまして

も、６月議会での知事答弁後すぐに上京いた

しまして、先方との協議を開始しました。 

 その結果、設置につきましては、尾田氏、

集英社からの御了解をいただいております。 

 今後は、いつ、どこに、どのキャラクター

を設置するかということを検討していく必要

がございます。このことにつきまして、現

在、具体化に向けて庁内で検討を重ねている

状況でございます。 

 その考え方ですけれども、２の「｢麦わら

の一味」の像の設置イメージ(２つのストー

リー)」として整理をいたしております。 

 まず、１の仲間たちの像を設置する被災地

ごとのストーリー、それから、２のそうした

被災地をつないでいくストーリーから成りま

す２つの熊本の復興につながるストーリーと

する必要があると考えております。 

 このことに関しまして、もう一歩踏み込み

まして補足させていただきますと、この像を

つくることが、被災した熊本の復興につなが

る、それから熊本に勇気を与えるという意味
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合いでのストーリーと、一方で、全世界に存

在する「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」ファンの共感

を得られる、それから「ＯＮＥ ＰＩＥＣ

Ｅ」の世界観を大切にしたストーリー、そう

いう両面からの意味合いを持たせる必要があ

ると思っております。 

 この考え方につきましては、集英社さんと

も共有をしており、熊本県そして「ＯＮＥ 

ＰＩＥＣＥ」それぞれがウイン・ウインの関

係となるよう、しっかり知恵を絞っていきた

いと思っております。 

 それから、最後、３の今後の進め方につい

てですけれども、今御説明いたしました計画

を進めるに当たってのストーリーの考え方に

ついて、｢仲間の像の設置に係る３つの観

点」として整理しております。 

 今説明いたしました１番の復興につながる

ストーリー、２番の防犯、駐車場等の管理体

制ですとか、３番の像の設置の効果、これが

持続していくような形での像の設置後の活用

策、これを加えた３つの観点を踏まえまし

て、今月中にも県内の市町村に集まっていた

だいて、ルフィの仲間たちの像の設置計画に

ついて意見交換をスタートしたいと考えてお

ります。 

 その上で、いつ、どこに、どのように設置

していくのか、具体案を取りまとめまして、

その上で、来年度当初予算として御審議いた

だけるよう、しっかり取り組んでまいりま

す。 

 説明は以上です。 

 

〇下山財政課長 次の資料として配付させて

いただいていますＡ４縦の平成29年度熊本県

普通会計決算の概要をごらんください。 

 まず、１の決算規模についてです。 

 熊本地震の対応に伴い大幅増となった昨年

度に比べ、歳入・歳出総額ともに減となりま

したが、地震前に比べると、大規模な決算額

となっています。 

 表をごらんください。 

 上段の歳入総額は、前年度から約415億円

の大幅減となる約9,774億円、中段の歳出総

額も、前年度から約416億円の大幅減となる

9,429億円となっております。 

 なお、この決算額は、チッソ金融の大規模

な県債借りかえを実施した平成９年度、熊本

地震の影響に伴う28年度に次ぐ、過去３番目

の規模となっております。 

 次に、２の各種財政指標をごらんくださ

い。 

 財政基盤の強さを示す財政力指数につきま

しては、景気回復に伴う県税収入の増などに

よって0.407となり、昨年度に比べて0.008ポ

イント改善しております。 

 また、財政構造の弾力性をあらわす経常収

支比率は、公共事業等に伴う県債償還額の減

などにより93.1％となっておりまして、前年

度に比べて２ポイント改善しております。 

 ２ページをお願いします。 

 次に、熊本地震関連事業に係る決算の概要

について御報告します。 

 平成29年度における熊本地震関連事業の歳

出総額は2,414億円となり、最終予算額4,479

億円に対して53.9％の執行率となっていま

す。 

 なお、翌年度に1,605億円を繰り越してお

りまして、最終予算額に対する執行額は89.7

％となる見込みです。 

 一番下の表の財源については、国庫支出金

の割合が最も多くなっています。また、地方

債についても373億円の借り入れとなってお

りますが、国の手厚い財政措置により、実質

的な負担額は軽減されることとなります。 

 ３ページは、県債残高の推移でございま

す。 

 別に添付しておりますＡ４横の平成29年度

普通会計決算の状況についてという資料は参

考資料ですので、説明は省略させていただき

ます。 
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 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

 

〇永江財産経営課長 財産経営課と危機管理

防災課から、県央広域本部・防災センター合

築庁舎の設計について、御説明させていただ

きます。 

 代表して、財産経営課から御説明いたしま

す。 

 お手元のＡ３横の資料をごらんください。 

 合築庁舎整備につきましては、９月３日に

設計委託の入札公告を行ったところであり、

本日は、その概要や今後のスケジュール等に

ついて御報告いたします。 

 まず、資料左側の計画概要でございます

が、こちらは、４月や６月の当委員会で御報

告した内容に沿ったものとなっておりますの

で、簡潔に御説明いたします。 

 ③の階数は、目安として、地下１階、地上

６階程度、④の延べ面積は、約9,740平米と

しています。 

 面積の内訳は、その下の表に記載のとおり

ですが、県央広域本部の会議室等の部分を大

規模災害時には災害対策本部会議室等として

活用することで、防災センターの最大活用規

模は約6,330平米を確保することとしており

ます。 

 ⑦のスケジュールについては、現在、土木

部において建物本体工事設計委託業務の入札

手続中であり、11月中旬に契約した上で、15

カ月かけて設計を行うこととしています。工

事は、その後３年間かけて行い、2022年度中

の完成を目指しています。 

 資料右側をごらんください。 

 ２の事業の目標ですが、県央広域本部と防

災センターの合築庁舎であるという特殊性を

考慮して、大規模災害時において防災拠点施

設として十分な機能を発揮する、人と環境に

やさしく誰もが快適に利用できる、合築のメ

リットを十分に発揮するといった３つの施設

整備の目標を掲げています。 

 ３の重点整備事項としては、これらの目標

を踏まえ、共通事項として、建築物の耐災性

の確保、強化、長寿命化、既存施設との連携

など、県央広域本部としては、多様な用途に

使用できる執務環境の整備など、防災センタ

ーとして、センターの低層階への配置、十分

な災害対応が可能となる活動スペースの確

保、ライフライン途絶時の危機管理機能の確

保などを掲げています。 

 次に、下段の４、建物本体工事設計委託の

発注、契約等についてですが、今回の設計委

託は、公募型プロポーザル方式という、技術

力や実績、遂行体制などを評価して設計者を

選定する入札方法をとっております。 

 ①のスケジュールですが、９月３日の入札

公告開始後、現在、技術提案書の提出を求め

ている段階であり、11月２日には契約候補者

を特定し、11月中旬に契約締結を予定してい

ます。 

 次に、②の参加資格として、２者の共同企

業体を条件としていますが、一般的な資格に

加え、共同企業体の代表者については、九州

地域内に営業所があり、過去に同種、一定規

模以上の設計実績があること、また、代表者

以外の構成員は、県内に本店があり、過去に

用途に限定なく大規模の設計実績があること

を条件としています。 

 こうした資格設定により、県内企業が必ず

参加する仕組みとしております。 

 また、③では、技術提案書の主要な審査ポ

イントとなる特定テーマを、資料に記載のと

り２項目設定して提案を求めることとしてお

ります。 

 御報告は以上でございます。今後設計を行

う中で、さらに精査しながら、しっかりと取

り組んでまいります。よろしくお願いいたし

ます。 

 

〇間宮市町村課長 市町村課から、２点御報
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告を申し上げます。 

 １点目につきましては、｢県内市町村の平

成29年度決算の状況等について」と書かれた

紙をごらんください。 

 まず、上段１の普通会計の状況でございま

すが、熊本地震に関する復旧・復興事業が本

格化したこともございまして、歳入総額、歳

出総額ともに過去最大の規模となっておりま

す。 

 中段２つ目の丸の財政の健全化の状況をあ

らわす指標でございますが、実質公債費比率

など各指標において、それぞれ悪化の目安と

なる早期健全化基準以上の市町村はございま

せん。 

 下の表には、主な被災町村の状況を記載し

ておりますが、表の中の一番右側の地方債現

在高をごらんいただきますと、平成28年度以

降大きく増加をいたしております。しかしな

がら、災害復旧に関する地方債は、元利償還

に対する交付税措置率が非常に高く、実質負

担が抑えられておりますため、実質公債費比

率等の指標への影響は大きく生じていないと

いう状況でございます。 

 ２の公営企業につきましても、経営健全化

基準以上の団体はございません。 

 以上のように、これまで県議会の皆様と一

緒になって地方負担の最小化を求めてきまし

た結果、大半の被災市町村で着実な事業の執

行と中期的な財政が見通せる状況となってご

ざいます。引き続き、丁寧に実態を把握しな

がら、必要に応じて国に対して地方負担の軽

減を求めていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上が１点目でございます。 

 ２ページ目と３ページ目は、市町村ごとの

細かい数字となってございますので、後ほど

ごらんいただければというふうに思います。 

 次に､２点目につきましては、「【熊本地震

復興基金】市町村創意工夫事業の活用予定事

業」というふうに書かれた紙をごらんくださ

い。 

 市町村創意工夫事業につきましては、既存

の制度では救済できないような被災者のきめ

細かなニーズに効果的に対応するため、30年

度の６月補正予算までに、総額100億円のう

ち約30億円が既に各市町村で予算化をされて

ございます。 

 主な取り組みを一覧で書かせていただいて

おりますが、例えば、左上の被災者の生活支

援、被災宅地の復旧支援では約７億円が、ま

た、右側の中ほどの住まいの再建では10億円

ほどが予算化をされているという状況でござ

います。 

 この創意工夫事業分については、一部使い

にくいというような声も私どものほうに届い

ておりましたが、今後とも定期的にこのよう

な活用状況を取りまとめまして、被災市町村

と情報共有を図りながら、より一層の効果的

な活用に向けて、各市町村の取り組みを支援

してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇内野幸喜委員長 報告につきましては、ま

ず一旦、この１から５までについて質疑を受

けたいと思います。質疑はありませんか。 

 

〇早田順一委員 ｢ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の

件なんですけれども、尾田先生から８億円だ

ったですかね、御寄附をいただいて、その中

からとりあえず、そのルフィ像1,300万円の

予算措置をされたということでございまし

て、大変ありがたく私ども思っております。 

 除幕式が11月30日にやられるということで

ありますけれども、もちろん尾田先生にも御

案内はされているんでしょうか。 

 

〇府高秘書グループ課長 秘書グループで

す。 

 御本人への御出席も、今集英社を通じて御
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案内しております。ただ、まだ御出席される

かどうかについては未定と。伺っておりませ

ん。 

 以上です。 

 

〇早田順一委員 ぜひ来ていただいて、熊本

に尾田先生からも勇気を、希望を言っていた

だければ非常に県民の方も喜ばれるんじゃな

いかなと思って、ちょっと言わせていただき

ました。 

 以上です。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか、質疑はありません

か。――ありませんか。 

 

〇末松直洋副委員長 平成28年熊本地震復興

基金の中で、創意工夫で、さまざまな提案が

市町村から上がってくるかと思いますが、そ

の中で認められなかった例とか、そこら辺を

説明いただければと思います。 

 

〇間宮市町村課長 市町村課でございます。 

 市町村課としましては、この創意工夫事業

分については、各市町村で被災者のお困り事

を聞きながら、基本的には自由にお使いいた

だきたいというふうに考えておりますが、幾

つか基本的な考え方をお示ししておりまし

て、既存の国庫補助制度がある事業、あるい

は復興基金の基本事業分として県のほうで設

定をさせていただいた事業、こういったもの

のかさ上げ等には活用しないでくださいとい

うことをお願いしております。 

 市町村の財政担当の方とお話をしておりま

すと、やはり復旧事業、かなり地方負担の軽

減はされておりますが、それも積み上がれば

裏負担も大きいということで、そこにこの創

意工夫事業分を充てたいというような相談も

ございますが、そこについてはやはり、充て

てしまうとすぐにこの100億円というものが

なくなってしまうということもございまし

て、そこについては復興基金の趣旨も踏まえ

て御遠慮いただきたいということでお話をし

ております。 

 それ以外については、個別にお話の内容を

聞きながら、市町村が充てたい事業について

国庫事業があるのかないのかということを丁

寧に御相談に乗りながら、市町村と一緒にな

って考えているところでございます。 

 

〇末松直洋副委員長 せっかくつけていただ

いた予算ですので、有効に活用いただけるよ

う、県もしっかりと市町村と連携を図りなが

らやってください。要望です。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか、１から５までの報

告について質疑はありませんか。 

 なければ、６以降について、執行部のほう

から報告をお願いいたします。 

 

〇内田企画課長 企画課でございます。 

 Ａ４判の横でございますカラー版でござい

ますけれども、｢ふるさとくまもと創造人材

奨学金返還等サポート制度の対象企業・学生

等の募集について」という資料について、御

説明をさせていただきたいと思います。 

 ４月の当委員会におきまして御説明をさせ

ていただいております当該奨学金返還等サポ

ート制度につきましては、参加企業等の募集

に向け事業を開始してまいりますので、御報

告をさせていただきます。 

 資料の上段、左側の制度概要をごらんくだ

さい。 

 この制度は、県内企業等が採用した若者に

対しまして、その企業と県とが２分の１ずつ

を負担し、奨学金の返還等を支援するという

内容でございます。 

 右隣の支援内容をごらんください。 

 支援メニューを３種類設けております。４

月の委員会で御説明しました内容と比べまし

て、その後、企業さんとか大学等との意見交
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換を経て、メニューの名称を変更させていた

だいております。 

 まず、①の奨学金支援枠Ⅰでございますけ

れども、これは当初、高度人材枠ということ

で、大学院生あるいは６年制大学の学生を主

に対象といたしておりました。 

 また、②の奨学金支援枠Ⅱにつきまして

は、当初、中小企業人材枠という名称にして

おりまして、４年制大学で、かつ中小企業さ

んの御利用を想定しているところでございま

す。 

 内容については変更ございません。学生時

代に奨学金を利用した若者に対しまして、返

済を支援するものでございます。 

 ③の熊
ゆう

ターン応援枠でございますが、これ

は当初、奨学金非利用者枠という、ちょっと

生々しい名称でございましたが、これを熊
ゆう

タ

ーン応援枠というふうに変更いたしまして、

原則として、奨学金を利用せず県外に就職し

ている若者等を対象といたしまして、就職時

に、赴任旅費に加え、定着を促すため、おお

むね５年後に研修費用等を支援するものでご

ざいます。 

 実際に支援が開始されます平成32年度の対

象者は、①から③を合わせて最大で220人程

度というふうに想定をしているところでござ

います。 

 今般行います募集の内容について、御説明

申し上げます。 

 資料の下半分で、支援の流れのところをご

らんください。 

 県内企業と学生等のそれぞれを募集いたし

ます。 

 ①ですが、まず、制度に参加する県内企業

等にはあらかじめ手を挙げていただき、参加

企業となっていただきます。 

 次に、学生等には、原則として就職活動の

始まる３年生時から制度に登録をしていただ

きたいと思っております。 

 そして、実際に企業、大学等の訪問を始

め、県のホームページ等を通じ、登録者に参

加企業の魅力ＰＲ等を行うことによって、参

加企業への就職に向けて働きかけを行ってま

いります。 

 今のところ、10月中には、企業さんの参加

募集を開始したいというふうに考えておりま

す。 

 また、学生等の募集につきましては、年末

の帰省等も考慮しまして、12月中の登録開始

のほうを想定しているところで、今準備を進

めているところでございます。 

 御報告は以上でございます。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 

〇吉野川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 川辺川ダム問題についてをごらんくださ

い。 

 先月７日に開催いたしました第12回五木村

の今後の生活再建を協議する場の概要につい

て、御報告いたします。 

 まず、国、県、五木村から、前回以降の五

木村の生活再建の取り組みと今後の見通しを

説明いたしました。 

 国からは、水没予定地の維持管理や利活用

への協力、直轄砂防事業の実施状況につい

て、説明がありました。 

 県からは、国道445号の整備、林道整備、

治山事業、財政支援等の状況について、説明

をいたしました。 

 村からは、水没予定地の利活用や国や県の

財政支援を活用した事業等について、説明が

ございました。 

 その後、五木村から、平成31年度以降の村

の生活再建振興についての持続的な財政・人

的支援、国道445号及び県の受託事業であり

ます村道神屋敷線の早期完成、県道宮原五木

線の部分改良、中間土場の活用促進及び支援

の継続、くまもと林業大学校における県南拠

点――これは五木村に決定いただきましたの
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で、その運営充実、３者協議の継続などの要

望が出されました。 

 県といたしましては、これらの要望を踏ま

えまして、引き続き、村の生活再建に資する

取り組みを実施、支援してまいります。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

 

〇重見交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 熊本版図柄入りナンバープレートについ

て、御説明いたします。 

 Ａ４縦のくまモンのナンバープレートが入

っている資料をごらんください。 

 こちらのナンバープレートの導入に際しま

しては、昨年度、本委員会で３回、進捗状況

を御説明させていただいたところですが、昨

日、10月１日から交付されることとなり、国

土交通省から、交付手数料等最終的な事項が

示されましたので、簡単に御報告をさせてい

ただきます。 

 まず、この図柄入りナンバープレート、熊

本を含む全国41地域において導入されており

ます。九州では、長崎、佐世保、大分、宮

崎、鹿児島が導入しているところでございま

す。 

 対象の車種でございますが、自家用、事業

用の登録自動車と軽自動車となっておりま

す。二輪車、バイクは対象外となります。 

 昨日、10月１日から公布が開始されまし

た。交付手数料は、普通車や軽自動車にフル

カラー版を取りつける場合は、8,400円に

1,000円以上の寄附金が必要となってござい

ます。また、単色のモノトーンを取りつける

場合には、8,400円のみというふうになって

ございます。 

 なお、事業用の自動車には緑色の縁が、そ

して軽自動車には黄色の縁がつくこととなっ

てございます。 

 このナンバープレート、９月10日から事前

申し込み受け付けが開始されたところでし

て、10月１日、昨日午前10時現在では、熊本

のくまモンナンバープレートの申し込み数は

1,329台というふうになっておりまして、全

国的に見ますと、第１位が広島東洋カープの

図柄をあしらった福山ナンバー、くまモンナ

ンバープレートが２番目ということになって

ございます。 

 なお、昨日の10月１日交付開始日の交付実

績は215台となってございます。 

 今後、県としましても、ポスター、チラ

シ、ホームページなどでの周知のほか、公用

車への取りつけも行い、広くＰＲしていきた

いというふうに考えてございます。 

 御報告は以上でございます。 

 

〇内野幸喜委員長 以上で報告６、７、８の

説明が終わりましたので、質疑を受けたいと

思います。質疑はありませんか。 

 

〇大平雄一委員 ６番のふるさとくまもと創

造人材奨学金の、これの参加企業が10月から

募集開始ということなんですけれども、どれ

ぐらいの見込み、何社ぐらい参加予定される

のかと、この参加企業にはどういったメリッ

トとがあるかという、その２点について教え

ていただきたいんですけれども。 

 

〇内田企画課長 企画課でございます。あり

がとうございます。 

 今回想定しております人材の募集枠につき

ましては、今全国で31都道府県、同じような

制度を持っております。 

 九州でも５件、長崎等が持っておりまし

て、それらの状況も十分鑑みまして、一応、

奨学金支援枠Ⅰ――これは大学院、６年制大

学の卒業生を見込んでおりますが、が大体10

人程度、それから、中小企業さんの御利用を

一番念頭に置いとります奨学金支援枠Ⅱが大

体100名程度、それから熊
ゆう

ターンの応援枠を
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110人程度というところで見込んでいるとこ

ろでございます。 

 これが満杯になるように、一生懸命、今企

業さんのほうあるいは大学のほう等に働きか

けを行っているところでございます。 

 近々ホームページのほうも開設する予定に

しておりまして、さらにＰＲ等については拍

車をかけてまいりたいというふうに思ってい

るところでございます。 

 

〇大平雄一委員 その参加される企業にとっ

てのメリットというのは何ですかね。 

 

〇内田企画課長 企業さんを回りましたとき

に、実は、今若干問題になっておりますが、

就職の協定のスケジュール感からしますと、

やはり大手さんの動きが早いという状況がご

ざいます。そういう中で、なかなか、その広

告費用の問題ですとかＰＲ経費に、この地元

の企業さん方はなかなか経費が割けないとい

う部分がございます。そこを今回の制度に乗

っていただいて、まずは幅広く早い段階から

ＰＲをしていただくと。あわせて、熊本に帰

りたいという学生にとっては、地元の企業で

どういうような特徴があるのかとか、どうい

うようなメリットがあるのか、どういうよう

な働き方ができるかというような情報も、お

互い情報交換が早い段階でできるというとこ

ろがございまして、そういう面を一応メリッ

トとして考えているところでございまして、

企業様のほうからも、そういうのを非常に評

価をいただいているという状況でございま

す。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか、質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

〇内野幸喜委員長 はい。なければ、以上で

質疑を終了します。 

 次に、その他に入りますが、何かありませ

んか。 

 

〇早田順一委員 １点だけ。震災発災後、県

の予算というのも年々減ってきております。

減ってきているということは、復興が進んで

いるということでしょうけれども、それとあ

わせて、人ですね、応援。他の自治体から、

県もそうですし、市町村にも応援が来られて

いると思いますけれども、今何人ぐらい、県

に限ってあれですけど、何人ぐらい応援で来

られているのかをちょっと教えてください。 

 

〇小原人事課長 人事課でございます。 

 他の都道府県からの応援、たくさんいただ

いておりまして、平成29年度が112名、今年

度、平成30年度では86名、４月１日現在で派

遣いただいております。 

 

〇早田順一委員 今その災害が日本全国多発

しております。西日本豪雨や台風、地震も北

海道でありました。そういったところにも、

ほかの自治体も行かれていると思いますけれ

ども、熊本県も恩返しとしてまた行かなけれ

ばいけないと思いますが、来年度、熊本災害

だけではなくて、ほかのところにも多分行か

れると思いますが、来年度どれぐらい見込ま

れているのかをちょっとお尋ねします。 

 

〇小原人事課長 人事課でございます。 

 今委員言われたとおり、西日本災害あるい

は大阪の地震、北海道の地震等々ございまし

て、86名、４月１日現在では派遣いただいて

いたんですが、途中で地元の災害対応のため

にということで、８名ほど今地元のほうにお

帰りいただいたところでございます。 

 そういう状況、あるいはその被災した、例

えば、広島、愛媛等でありますれば、中国地

方あるいは四国地方等につきましては、やは

り近隣のところに派遣をされていくというこ

ともなるかなと思っておりまして、非常に厳
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しい状況かなというふうに思っております。 

 来年度の人数でございますが、今年度は先

ほど言いましたように86名でございますが、

震災復興の事業等もかなり進んできておりま

す。来年度は50名から60名程度ということ

で、全国知事会あるいは総務省、それと各都

道府県、今派遣いただいている都道府県等に

依頼していきたいというふうに思っておりま

す。 

 あわせまして、今年度も採用しております

が、任期つき職員ということで、我々として

は、今申し上げました50名から60名程度、各

都道府県にお願いしたいと思っているんです

が、そこが充足できない可能性もございます

ので、任期つき職員につきましても、来年度

さらに採用したいということで考えておりま

す。 

 

〇内野幸喜委員長 ほかに何かありません

か。 

 

 １週間ぐらい前のニュース

で、新聞記事で、茨城県が公文書の電子決裁

化をほぼ100％到達という記事が載ってい

て、すごく感心したんですが、そうすること

によって、公文書の保管というのが、今ペー

パーをどれを残すというのは、現場でどれを

残そうか、捨てようかと、そういう煩わしい

業務が将来的に全部なくなると、全て残せる

わけですので、そういう電子化の流れという

のは、熊本県は今どういう議論になっている

か、大まかでいいですので教えてください。 

 

〇村上県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 現在、まず文書管理システムということ

で、その中で、電子で起案等、決裁を伺う場

合は電子化をしておりまして、それとは別

に、旅行命令でありますとか、一般的な庶務

的な仕事も電子決裁をできるようになってお

ります。 

 今言いました旅行命令でありますとか、あ

る程度定例的な分は、今電子決裁ということ

も結構、ほとんどやっているんですけれど

も、一般的な、我々が起案文書と言っており

ます意思決定をするようなものについては、

一応電子決裁、システム的にはできるように

なっていますが、余り進んでないという状況

でございます。 

 茨城の新聞を見まして、いろいろ尋ねてみ

ましたけれども、やはり電子決裁となります

と、今、紙決裁ですといろいな資料を一度に

見て決裁できるというのが、電子だとなかな

か一度に画面で見られないとか、そういうあ

る中で、一部は原本をその決裁の際に持って

いって決裁しているとか、なかなか単純に、

電子だけでというのは、なかなか難しいよう

なところもどうもあるようでございます。 

 今文書の保存の話ございましたけれども、

今何とか――保存している文書がふえている

のは事実ですけれども、今のところ数年はま

だ保存は可能かなと思っていますので、きゅ

うきゅうにではございませんけれども、我々

も少し電子化といいますか、そのあたりにつ

いては考えていかないといけないなという認

識は持っているところでございます。 

 以上です。 

 

委員 了解しました。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか、何かありません

か。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 最後に、要望書等が７件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 これをもちまして、第４回総務常任委員会

を閉会いたします。 

  午後０時６分閉会 
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